
司、

(
一
主
〉
蛮
敬
と
能
祭
|
滞
侯
鼠
教
の
時
は
、
江
戸
か
ら

針
生
源
抗
郎
を
初
め
、
脇
附
・照
子
方
・地
路
の
多
数

を
招
き
、
京
都
か
ら
は
金
容
統
の
大
夫
竹

m椀
兵
衛

町
市
が
来
て
院
に
出
奏
し
た
。
附
し
て
侠
の
抑
能
は
安

永
六
年
か
ら
九
年
に
去
る
聞
に
最
も
甚
だ
し
〈
、
殆

ん
ど
毎
日
之
を
行
は
ざ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、

時
人
は
侠
の
時
似
金
谷
御
殿
を
日
能
隙
と
降
し
た
も

の
が
あ
る
。

ハ
ム
ハ
)
耐
川
町
と
能
惜
別

l
E
教
の
次
代
治
仰
は

m
mに
力

そ
致
し
た
か
ら
、式
祭
と
し
て
能
を
副
ぜ
し
め
た
外
、

除
・
り
深
〈
耽
溺
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
子
跨
胞
の
時

は
ま
た
甚
だ
昨
日
で
、
文
化
六
年
金
制
仲
城
の
建
設
成
る

や
、
五
刃
六
日
・七
日
に
は
侯
自
ら
之
を
演
じ
、
八

年
に
は
同
一
の
郁
舟
で
、
二
月
二
日
・六
日
・十

一
日
・

十
三
日
・
十
五
日・

十
八
日
の
六
悶
に
儀
式
能
が
あ

り
、
江
戸
の
町
生
粥
三
郎
、
京
都
の
竹
削
船
兵
術
、

金
部
の
諸
橋
・
波
宮
同
一
同
大
夫
等
之
を
出
じ
た
判
明
で
あ

り
、
野
隠
自
身
も
地
能
で
あ
っ
た
。

〈七)拙
H

務
と
能
繁

l聞
H

務
は
十
一

代
将
軍
の
女
堵
と

し
て
、
策
訟
を
一
身
に
集
め
得
た
人
で
あ
る
。
さ
れ

ノ
ウ
シ
ユ
ウ
キ
コ
ウ

能
州
紹
行

一加

o
U怨

昌
典
若

o
m文
十
一

日
ヰ
能
菅
に
赴
い
た
紀
行
で
、
そ

の
奥
部
の
名
所
に
つ
き
詩
歌
そ
お
き
泌
ね
て
ゐ
る
。

ノ
ウ
シ
ユ
ウ
キ
コ
ウ
能
州
記
行

森
問
小
兵
衛

問
邑
の
活
。
公
用
の
鉛
に
能
続
へ
出
州
出
し
た
附
の
紀

行
で
、
行
桜
は
七
地
か
ら

m間
前
に
赴
き
出
品
開
邸
務

を
終
へ
、
邸
路
は
二
，
{
白
か
ら
制
作
に
聞
で
、

一，{呂

に
挙
詣
し
て
ゐ
る
。
写
保
二
年
三
月
十
日
に
金
問
宇
一

出
渡
し
て
、
七
十
九
日
自
の
五
月
三
十
日
に
郎
郷
し

た
。
次
い
で
同
年
八
月
再
び
能
較
に
入
っ
て
和
合
に

入
場
L
、
前
の
出
防
御
用
の
反
古
特
集
め
て
此
の
mu

し
、
万
畑
山
の
鍛
冶
研
踏
・時
給
・震
襟
装
束
・武
具
以

下
諸
麗
の
工
惑
を
挙
っ
て
居
た
が
、
縦
紀
は
彼
等
の

由
、
特
に
シ
テ
方
以
外
各
部
門
に
長
ず
る
占
請
を
探
ん

で
、
之
に
若
干
の
加
俸
を
給
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
法
は
、
綱
紀
以
後
久
し
く
織
約
し
な
か
っ
た

と
忠
は
れ
る。

円四
U

吉
徳
と
能
祭
l
音
信
の
時
に
も
能
祭
は
慌
に
行

は
れ
た
が
、
平
保
十
年
滞
侯
の
入
凶
儀
式
能
は
、
九

月品
川
八
日
・
十
月
朔
日
・
四
日
・六
日
・
十
五
日・
サ
一

日
の
六
回
に
行
は
れ
て
、
晦
日
翁
，I
で
あ
っ
た
。
育

悠
亦
自
ら
小
般
に
長
じ
、
低
保
二
年
五
且
十
一
日
に

は
安
宅
を
叫
惜
し
、
そ
の
到
巨
大
槻
朝
元
は
此
の
日
道

成
寺
の

y
テ
を
椀
じ
た
。 ノ

ウ

ば
一
而
に
は
究
組
の
治
風
に
従
ひ
、

一
而
に
は
江
戸

文
化
飼
料
、
の
気
に
狩
れ
て
、
民
常
最
も
能
血
掃
を
愛
し
、

日
つ
自
ら
そ
の
技
に
長
じ
た
か
ら
、

一
線
の
好
向
悉

く
之
に
向
か
ひ
、
資
生
説
た
る
も
の
が
加
賀
滞
の
お

に
存
在
す
る
か
の
如
き
限
宇
一
呈
す
る
に
烹
っ
た
。
到

に
行
は
れ
る
『
官
官
』
が
改
作
せ
ら
れ
た
の
も
、
亦

そ
の
組
先
と
信
ず
る
官
会
の
附
中
断
守
点
目
な
ら
し
め
ん

が
お
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
に
於
け
ろ
加
賀
滞
の
御

手
役
者
は
江
戸
に
十
七
人
、
京
都
に
十
八
人
、
金
保

に
四
人
、
附
役
者
は
全
郎
品荒
川
仰
で
七
十
八
人
で
あ
っ

た
。
勿
論
こ
れ
は
立
方
・様
子
方
・狂
言
方
の
企
部
に

瓦
っ
て
明
る
。
御
手
役
者
と
町
役
者
と
は
事
識
に
す

る
者
と
削
業
に
す
る
者
と
の
樹
訟
で
、前
者
は
知
行
・

扶
持
又
は
利
金
を
、
後
者
は
扶
持
を
受
け
て
糾
た
。

弘
化
二
年
二
且
に
は
裕
濃
町
一
問
匁
総
え
た
る
や
一
以

て
、
六
日
間
に
亙
・
り
そ
の
一
似
能
や
.隠
せ
た
こ
と
も
あ

る
。
併
し
端
末
に
主
り
政
務
多
削
酬
の
初
、
持
撲
は
文

久
二
年
沢
月
八
日
卒
咽
刑
務
小
川
世
抗
じ
て
か
ら
会
〈

之
を
隠
し
、
そ
の
一
内
ひ
初
め
た
の
は
明
治
元
年
十

一

月
引
三
日
出
世
越
服
役
凱
旋
の
士
卒
を
似
迎
す
る
錦
、

腿
抗
a

と
共
に
金
谷
御
限
に
於
い
て
抑
う
た
時
で
あ
っ

た。

ノ
ウ
シ
ユ
ウ
プ
ツ
サ
ン
シ
能
州
物
産
士
山

一
加
。

能
官
の
産
物
売
抗
殺
・殺
・
山出
・悶
・海
草
・
引出
土
百
姓

給
物
・
草
・魚
・蝦
・石
・
土
・水
・
火
の
各
部
に
分
間
山
杷

峨
し
た
も
の
で
あ
る
。
元
文
二
年

m新
助

・
内
山
促

仰
の
帯
、
仮
一
川
恨
の
校
定
に
成
る
。

/
ウ
シ
ユ
ウ
ユ
ウ
ヨ
ウ

能
州
漣
殿
内
組
に
能

州
遊
来
と
あ
る
。
約
引
東
海
の
悲
で
、
紀
行
と
品
目

・

文
の
三
郎
よ
り
成
っ
て
ゐ
ろ
。
紀
行
に
よ
る
と
、
東

海
は
明
治
}
一十
四
年
十
二
且
品
川
三
日
蝕
巾
よ
り
能
菅

に
入
。
、
術
開
山
に
的
滋
し
た
後
、
官
況
年
六
且
七
日

能
較
か
ら
金
問
へ
赴
い
て
ゐ
る
。

ノ
ウ
ジ
ユ
ン

能
順
究
永
六
年
京
都
北
野
前
駐

別
訪
上
来
初
に
生
ま
れ
た
。
父
は
松
崎
制
能
拝
。
幼

に
し
て
家
問
中
止
ぜ
修
め
、
鼠
も
挫
敢
に
長
じ
、
問
明
軒

又
は
松
川
出
胞
と
鋭
L
、
版
制
叫
ん
辺
に
召
さ
れ
て
辿
献
を

怒
っ
た
。
明
陪
三
年
前
旧
制
紀
能
接
部
小
松
郊
外
梯

村
に
訓
制
官
建
て
、
能
附
ιvv
迎
へ
て
別
措
職
た
ら
し

め
た

o
M波
小
松
に
位
し
た
が
、何
同
地
京
師
に
上
り
、

狭
山
担
を
初
め
怒
り
、
営
上
公
卿
に
伺
候
し
、
元
総
十

三
年
に
は
滋
元
上
長
に
召
さ
れ
て
、
腿
侃
等
下
賜
の

恩
命
脅
威
り
、
県
の
後
叉
文
明
間

・
制
箆
を
も
下
賜
せ

脅
威
す
に
牢
-っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
。

ノ
ウ
シ
ユ
ウ
ケ
イ
ド
コ
ロ
ノ
ヱ
ズ
能
州
景
所
由

績
回
二
容
。
元
総
年
附
金
抑
大
間
寺
の
品
川
心
宕
の

錨
〈
所
で
あ
る。

ノ
ウ
シ
ユ
ウ
チ
ラ
ン
オ
ポ
エ
ガ
キ
能
州
治
他
団白

書

J
ノ
!
ハ
〆
ケ
ヤ
マ
キ
能
青
白
山
記。

ノ
ウ
シ
ユ
ウ
エ
チ
レ
キ

能
州
日
暦

二
容
。
天

保
七
年
以
出
加
古
君
・
刑
制
川
一附
村
の
抑
制
酬
額
境
に
制

す
る
φ
純
附
決
の
位
、
務
命
に
よ
り
制
限
し
た
一
占
者

が
、
そ
の
務
省
し
た
後
能
奥
を
巡
覧
し
た
紀
郡
で
、

古
布
白
川
剛
山
ほ
趨
巾
新
川
純
血
時
制
御
扶
持
人
十
村
宗

兵
術
で
あ
る
。

ノ
ウ
Z

能
美

i
ノ
ミ

ノ
ウ
ミ
ガ
ハ
濃
美
川

直
結
谷
川
。

ノ
ウ
ヤ
ヲ
シ
ヤ
能
役
者

京
都
住
人
竹
川
出
兵

衛
と
い
ふ
金
春
流
能
役
者
は
加
賀
か
ら
知
行
三
百
石

ノ
ウ
ホ
ヲ
エ
ツ
キ

能
北
日
記
今
枝
民
部
副
方

及
び
そ
の
義
子
主
水
恒
明
が
、
利
穴
場
治
の
泊
可
を

得
て
能
脅
に
入
り
、
各
地
で
政
臨
し
た
極
め
て
風
銭

。
の
日
杷
で
、

一
行
は
中
人
の
外
十
二
人
で
あ
っ

た。
ノ
ウ
ネ
ン

古川。 ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
貸
永
三
年
十

一
E
二
十
八
日

能
順
七
十
九
歳
を
以
て
締
幽
L
、
小
松
町
商
問
笠
間

寺
に
興
っ
た
o
其
の
滋
仰
に
日
以
山
地
枇
腕
磐
法
紛
能
聞

大
徳
と
鍋
し
、
安
政
二
年
そ
の
百
五
十
周
忌
に
泊
っ

た
時
制
明
院
賜
法
印
機
大
品
川
郡
能
順
大
和
向
山
内
岐

を
贈
ら
れ
た
。
能
照
の
諮
詠
は
、
隆
阿
法
師
梓
に
上

せ
て
翻
明
粁
投
句
集
と
凶
L
、
之
を
凶
竪
小
山
相
卿
に

献
じ
、
卿
乃
ち
乙
夜
の
授
に
供
し
た
の
で
、
刺
し
て

聯
玉
集
と
改
凶
せ
し
め
給
う
た
。
そ
の
他
源
氏
問
答

の
誌
が
あ
る
。

ノ
ウ
ジ
ユ
ン
シ
キ
生
ヤ
マ
ノ
キ

能
順
師
北
山
之

記
一
加
。
能
柴
郡
小
松
梅
林
院
の
枇
併
硯
川
判
従

順
若
。
北
山
の
奥
深
き
綜
に
旧
制
〈
ふ
一
桑
門
中
~ぷ
ね

て
、
問
き
得
た
こ
と
を
問
答
駄
に
但
し
た
惚
で
、
辿

倣
の
拍
車
回
世
沼
に
就
い
て
説
明
L
、
文
今
の
脱
出
倒

的
に
就
い
て
は
、
狂
句
ざ
れ
句
と
い
ふ
べ
き
も
的
で

あ
る
と
論
じ
て
ゐ
る
。
附
怨
に
宗
抵
の
『
附
川
川
』

に
鶴
か
れ
た
一
二
伊
伎
の
僻
燃
が
あ
る
。
奥
訟
に

『
寛

永
十
九
年
年
季
春
之
日
間
明
軒
能
傾
』
と
伊
十
。

ノ
ウ
ナ
ヤ

能
納
屋

川
村
凪
京
都
本
郷
に
印
刷

す
る
部
古
川
。

，、
五

E
じ
0

1
5
 

4
ナ
ホ
ミ
ダ

-一

ガ
ハ

納
年

河
北
側
一
乱
ケ
肢
に
印
す
乙
出


